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No Date Day Activities Accommodation

1 11/28 Sat
19:30 Arrival at Cotonou by 2J515 from Ouagadougou (Mr.TOKUDA)
21:55 Departure from Narita by AF277

Nightflight

2 11/29 Sun

04:25 Arrival at Paris
13:50 Departure from Paris by AF814
18:20 Arrival at Cotonou by I5 551 from Dakar (Mr. HONMA)
20:05 Arrival at Cotonou by AF814 (Mr.SUGIYAMA and Mr.Badillet)

Cotonou

3 11/30 Mon

09:00 Meeting with JICA Benin Office
10:30 Courtesy call to the Minister of Agriculture, livestocks and fisheries
14:00 Meeting with the direction of fisheries
      (Discussion on the concept of the project)

Cotonou

4 12/1 Tue

09:00 Meeting with the Programme d'Appui au Developpement des Filieres Agricoles (PADFA)
10:30 Meeting with the Programme d'Appui au Developpement Participatif de la Peche Artisanale (PADPPA)
14:00 Meeting with the Programme d'Appui au Developpement de la Peche de l'Aquaculture (PADPAQ)
15:30 Meeting with the direction of fisheries
      (Discussion on the details of the project)

Cotonou

5 12/2 Wed

Site Visit
Meeting with Songhai Center (NGO)
Meeting with Royal Fish
Meeting with CeRPA d'OUEME
Meeting with CeCPA d'Avrankou
Visit to the farmers who participated in the pilot project of farmer to farmer type extension

Cotonou

6 12/3 Thu

Site Visit
Meeting with Tohnu Nursery Center
Meeting with CeCPA de Tori-Bossito
Visit to the farmers who participated in the pilot project of farmer to farmer type extension
Meeting with CeRPA d'Atlantique
Meeting with Abomey-Calavi University

Cotonou

7 12/4 Fri
AM Modification of PDM and PO
PM Meeting with the direction of fisheries

Cotonou

8 12/5 Sat Preparation of the Minutes of the Meeting (M/M) Cotonou

9 12/6 Sun
03:15 Departure from Cotonou by AT536 to Casablanca (Mr.SUGIYAMA)
Preparation of the Minutes of the Meeting (M/M)

Cotonou

10 12/7 Mon
11:00 Meeting with the direction of fisheries
      (Discussion on the contents of M/M)

Cotonou

11 12/8 Tue
AM    Modification of M/M
15:00 Signning on the Minutes of meeting including the project document
16:00 Report to the JICA Benin Office

Cotonou

12 12/9 Wed
Meeting with the JICA experts at Africa Rice Center
20:25 Departure from Cotonou by 2J 515 to Ouagadougou (Mr. HONMA)
23:50 Departure from Cotonou by AF813 (Mr. TOKUDA and Mr. Badillet)

Nightflight

13 12/10 Thu
06:00 Arrival at Paris
13:30 Departure from Paris by AF276

Nightflight

14 12/11 Fri 09:05 Arrival at Narita
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（１）ベナン国側 

１）農業畜産水産省（Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche：MAEP） 
Mr. AKOFODJI Grégoire 大 臣 

Mr. ADOMA Marcellin D. 事務次官補 
Mr. SIDI Latihou 畜産・水産振興技術顧問 

 
２）農業畜産水産省水産局（Direction des Pêches：DP, MAEP） 

Mr. GNITASSOUN Dénagnon 局長代理 
Mr. d’ALMEIDA Arsène 内水面漁業養殖部長 

Mr. GOMINAN Séidou 内水面漁業養殖部養殖担当 
Mr. JOHNSON Ben Césaire モニタリング・評価部長 

Mr. CHANGO Fakorédé JICA コンサルタント 
 

３）農業セクター振興支援計画（Programme d’Appui au Développement des Filières Agricoles：
PADFA） 

Mr. AGOSSU Théodore Nathaël 畜水産業担当者 

 

４）参加型零細漁業振興支援プログラム（Programme d’Appui au Développement Participatif de la 

Pêche Aritisanale：PADPPA） 

Mr. AFOMASSE Mesmin 湖沼修復室長 

 

５）漁業・養殖振興支援計画（ Programme d’Appui au Développement de la Pêche et de 

l’Aquaculture：PADPAQ） 

Mr. TOSSOU Sylvain コーディネーター 

 

６）ソンガイセンター（Songhai Center） 
Fr. NZAMUJO Godfrey 所 長 

 

７）ロイヤルフィッシュ社（Royal Fish） 

Mr. DANDJINOU Maurice 工場長 
 

８）ウエメ県地域農業促進センター（Centre Régionale pour la Promotion Agricole：CeRPA） 

Mr. VIGAN Olivier センター長 

 

９）ウエメ県中核養殖家 

Mr. KPOSSOU Dominique アブランク市 

 

10）アトランティック県中核養殖家 

Mr. TOZE Pierre トリボシト市（フラ村） 
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11 CeRPA  

GBETO DANSOU Jean  
 

12  
Dr . FIOGBE Emile  

Pr . LALEYE Philippe  
 

13   
Mr. FAYOMI Jérôme  
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４．プロジェクト要請書（仏・和）



－36－



－37－



－38－



－39－



－40－



－41－



－42－



－43－



－44－



－45－



－46－



－47－

ベナン共和国

*********

農業・畜産・漁業省

*********

ベナン共和国内水面養殖振興による

農村開発プロジェクト

2008年 8月
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日本の技術協力申請書式

1．申請日：2009年 9月 1日

2．申請者：ベナン共和国政府

3．プロジェクト名称：ベナン共和国内水面養殖振興による農村開発プロジェクト

4．実施機関：農業・畜産・漁業省漁業局

住所：01 BP 383 Cotonou 
連絡担当者：フンクペ・K・H・カトリーヌ
電話番号：(229) 21 33 15 51   ファックス番号：(229) 21 33 59 96 
Email：c_hounwanou@yahoo.fr

5．プロジェクトの背景
（対象セクターの現在の状況、そのセクターに対する政府の開発上の方針、解決すべき課

題・問題、セクターにおける既存の開発活動など）

（1） 自然・社会の状況

ベナン共和国は西アフリカのベナン湾内に位置する。国土は大西洋からニジェール川まで

700kmにわたり伸びており、海岸線の長さは 120kmである。国土面積は 114,763㎢、人
口は 6,769,914人（2002年）程度である。行政上の首都はポルト・ノヴォ（人口 225,552
人）であり、経済上の首都はコトヌ（665,100人）である。公式作業言語はフランス語であ
り、通貨は CFAフラン（1ユーロ＝650CFAフラン）である。ベナンは 12県に分かれ、
その下に合わせて 77のコミューンが存在する。様々な民族が住んでいるが、主な民族には
フォン族、アジャ族、ヨルバ族、バリバ族、デンディ族が挙げられる。最も信仰されてい

る宗教はアニミズムで 60％を占める。続いて、カトリック 15％、イスラム 10％である。

（2） 経済的状況

農業がベナン経済の基盤である。国内総生産の約 40％、輸出収入の 60％が農業によるもの
である。ベナンの農業の特徴は、一世帯当たり約 8名の中規模（2ha）家族経営農場（約
41万軒）による経営である。農業セクターに労働人口の約 56％が従事している。ベナンに
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は農業発展の潜在性が大いにあるが、ほとんど生かされておらず、旧態依然とした技術・

経済的環境に置かれている。

漁業には約 60万人が従事している。年間水揚高は遠洋漁業が 1万トンから 1万 5000トン、
沿海漁業が 3万トンから 4万トンと差がある。この生産高は、10万トンに迫る現在の国民
の需要と比較すると不十分である。

農業生産の分野では、作付面積は着々と増加し、1998年～1999年農繁期には 1,891,259ha
に達しており、そのうち 73％が食糧農産物栽培、27％が工業用農産物栽培に充てられてい
る。綿花は今も主要商品作物である。農民にとって重要な収入源であり、国は非常に重視

している。

農産物のうち特に都市部で消費量が増加した米を除き、主要な消費作物については全体と

して生産超過となっている。米の不足分は、利用可能な 30万ヘクタールの土地（灌漑可能
な土地および窪地）の活用により解決可能と思われる。

約 134万 5000頭の牛と 181万 1000頭の小型反芻動物、470,310頭の豚、1000万羽の家
禽類、その他の動物数百万頭を抱える畜産セクターは、国内総生産の約 4％、農業生産の
25％を占めている。畜産セクターでは数々の開発プロジェクトを通した取り組みがなされ
たものの、依然として伝統的な畜産が主流となっている。

全体としては、ベナンの経済的状況は以下のようにまとめられる。国民総生産（GNP）は
21億 8000万ドルで、世界 143位である。一人当たり国内総生産（GDP）は 397ドルで、
世界 184位である。一人当たり国内総生産は増加を続けているものの、経済成長率は変動
があるが 3％程度である。貿易収支は全体として赤字である（輸入 3030億に対し輸出はわ
ずか 2360億）。2004年時点の対外債務は 16億ドルを超えている。工業はまだ萌芽段階に
ある。食糧不足は周知の事実であり、またインフレ率は 2.7％である。人口増加率は 2.7％
に達する。平均寿命は 52.24歳（男性 49歳、女性 52歳）である。人間開発指数は 0.368
であり、5歳未満の乳幼児における栄養不足児の割合は高く、23％に達している。この経済
状況に加えて、援助を除いた基礎的な予算規模は 1780億CFAフランを超える程度であり、
政府には保健や農業など開発の核となるセクターに十分な予算を投入することができない。

その結果、ベナンは世界銀行などの国際機関や日本を含む先進工業国の拠出する対外援助

に頼ることを余儀なくされている（2002年４月、380万ユーロが保健セクターおよび貧困
削減に拠出された）。
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（3） 政府による計画

全体的に困難な社会経済的状況、および特に漁業サブセクターにおける危機的状況に直面

し、ベナン政府は 2001年 7月、PAG2（第二次政府行動計画）と呼ばれる計画を採択した。
この計画は、1996年に政府が着手した「長期的視点についての国家的研究」で導き出され
たヴィジョン、アプローチおよび開発目的と完全に合致した内容である。

最後に、この計画は 2025年にベナンを「輝かしく、十分に統治され、統一され、平和で、
経済が繁栄し競争力をつけ、文化的に成熟し、社会福祉の行き届いた国」にするという変

革の展望に基づき立案されたものである。ベナンを社会経済的に調和の取れた、平和で繁

栄した国へと発展させることが目的であり、セクターを超えた的確かつ一貫性のある、時

間的・空間的に見て適切に立案された目標を設定し追求することが欠かせない。

まとめると、政府の行動計画では漁業は動物性タンパク質の供給、雇用創出、貿易収支の

改善に寄与するセクターとして位置づけられている。漁業セクターでは、生産高や漁業従

事者の収入を増加させ、結果として貧困削減につなげるために漁業発展を振興することが

目標として掲げられている。

この使命は農業・畜産・漁業省（MAEP）に委ねられた。同省は、1）農業における技術的
発展を促し、2）国民の需要を満たし、生態系の尊重に注意を払いつつ天然資源、漁業資源
の活用を推進することにより、PAG2の成功に向けて役割を果たす第一の使命を担っている。
そのためMAEPは漁業局を通じ、1）天然資源・漁業資源の保護および合理的な管理につ
いて規制を定め、他の関係省庁と協力してその実施を図り、2）水産物の保存・加工技術の
発展により食品としての可能性を切り開き活用し、3）環境を尊重しつつ養殖業を振興する
責任を負っている。

（4）漁業セクターの直面する問題および養殖の重要性
沿海漁業はベナンにおける漁業生産の約 75％を占め、国民の動物性タンパク質の消費の約
31％を担うとともに、30万人以上が生計を立てている。近年の漁業統計からは、ベナン南
部水域における漁業はフル稼働状態であり、場合によっては乱獲状態に達したことを示す

指標が見て取れる。このような状況を示す指標として、特に総漁獲量の減少、単位努力量

あたり漁獲数でみた水揚高の減少、捕獲された魚の小型化などがある。

ベナン南部水域における年間総水揚高は魚類、エビ・カニ類合わせて 35,000トン以上と推
計されるが、潜在的水揚高は 17,000トンから 18,000トンの間と考えられる。ベナンにお
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ける水産物の一人当たり消費量は年間 10kg程度である。この数字は年間 15～20kgに達す
る周辺諸国と比べて低い。

これら全ての指標から、ベナン南部水域における乱獲を見てとれる。

このような漁業資源乱獲の状況に直面し、ベナンは国民の魚の需要を満たすため年間 6万
トン以上の冷凍魚肉の輸入を余儀なくされている。しかし、長期的に見るとこのような輸

入への依存は、国際的な相場変動や、将来 CFAフランの切り下げがあった場合に大多数の
国民への食糧の安定供給を脅かす恐れがある。

このような背景から、養殖業の発達は、全国レベルで魚の生産および消費を増加させる上

での唯一可能な選択肢となっている。

（5）過去に実施されたプロジェクト

当該水域における水揚高の減少の問題を少しでも解決するために、養殖業発展プロジェク

トが実施に移された。その目的は、養殖業従事者に対し稚魚および飼料を提供するととも

に、消費者に対し商品価値のある魚を供給することにある。

10年以上にわたり、本プロジェクトを通し数々の魚の生殖・養殖試験が実施され、全国で
ナイルティラピアの稚魚を供給できるようになった。プロジェクトではさらに、モザンビ

ークティラピア（学名 Oreochromis mosambicus）、シロナマズ（学名 Chrysichthys 
nigrodiitatus）、ボラ（学名Mugil cephalus）など他の種についても試験が行われた。特
に、ノクエ湖やポルト・ノヴォの潟湖において、養殖池や生簀でティラピアの養殖が行わ

れた。ゴドメーの研究所はこれにより、全国的な使命を果たすようになった。しかし、間

もなくこのプロジェクトは、最初の養殖技術実験場となったノクエ湖およびポルト・ノヴ

ォ潟湖において生態系の均衡攪乱という問題に直面した。ナイルティラピア種はもはや水

中の塩分濃度の高さに耐えられなくなったのである。このため死亡率が高くなり、プロジ

ェクトの目標は全面的には達成されなかった。

ベナンの全ての県で民間および国により魚の養殖に向けた散発的な取り組みが行われたが、

魚の需要は一層増大した。

しかし、ベナンにおける養殖業の発展を促す強みがいくつか存在する。特に以下の点が挙

げられる。

複数の掘り抜き井戸から漏れた水がズー県およびモノ県の排水可能な池およびフィッ

シュホールに流れこんでいる。
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養殖、特に養殖池や人工池、生簀、縁のある池を用いて養殖を行う際に都合のよい数々

の川や湖などの水域が存在する。

北部にある複数の貯水池を養殖に利用することができる。

シルバーナマズ（学名 Chrysichthys nigrodigitatus）、ヘテロブランクス
（Heterobranchus sp）、アフリカンクラリウスキャット（Clarius sp）など、養殖を
行う上で有益な種が自生し、養殖に利用することができる。

養殖従事者による団体が複数あり、また多数の漁師が養殖参入の意向を示している。

（6）現在進行中の計画

この状況を踏まえ、ベナンの養殖業発展に向けた政策を決定し、設定した目標達成のため

に実行すべき戦略を立案する必要が生じた。このため、2007年 4月、ベナンにおける養殖
に関する指針計画、ならびに実現に向けた行動計画を立案するため、JICAの財政支援を受
けてベナン共和国内水面養殖振興による農村開発研究プロジェクトが実施に移された。

漁業局はMAEPの技術局の一つである。その役割は、国の漁業政策を立案し、その実施を
図ることにある。従って、特に漁業生産の持続的な発展に向けた技術的・経済的条件の判

断、生産発展に対する追跡調査、その発展を決定づける技術的、経済的、商業的要因・メ

カニズムの研究、漁業生産の活性化を図る上で適切な対策に関する調査、小規模漁業の持

続的な発展の推進、水産物の検査、養殖振興などに対し責任を負っている。

6．プロジェクト概要
（1）全体目標
（プロジェクト実施期間終了後数年の間に「プロジェクト目標」達成の結果として期待さ

れる開発面での効果）

農村における農民の生活水準向上。

（2）プロジェクト目標
（プロジェクト実施期間終了までに達成が期待される目標。可能であれば数量的指標を示

し詳述のこと）

半集約的内水面養殖の農村部で普及すること。

（3）成果
（「プロジェクト目標」を達成するために「プロジェクト活動」により達成すべき目標）
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1． 親となる魚の管理能力の向上。
2． 基幹養殖場の能力向上。
3． 魚の養殖技術の伝達。
4． 魚の養殖を養殖従事者が実際に営む、あるいは推進するようになること。

（4）プロジェクト活動
（「協力」の効果的活用によりプロジェクトの「成果」を生み出すための個々の活動）

1－1．親魚の管理に関連する重要施設（公共・民間を問わない）の能力向上。
1－2．ティラピアの新しい効率的な株の特定および導入。
1－3．養殖技術の改善。
2－1．各コミューンにおける基幹養殖場の選定（15コミューン）。
2－2．CeCPA（農業生産費用研究センター）レベルでの技術支援担当者の組織化。
2－3．基幹養殖場および養殖場や SONGHAIに関与する担当者に対する研修。
2－4．基幹養殖場の能力向上（施設の整備および稚魚・飼料生産に必要な機材の提供など）。
3－1．研修計画の立案。
3－2．教育用資料の作成。
3－3．ラジオや伝統的な方法を用いた研修プログラムの公表。
3－4．研修候補生の受理。
3－5．研修生の選抜。
3－6．研修の実施。
4－1．研修生および基幹養殖場向けに技術訪問の実施。
4－2．研修生に対し必要なものを補助価格で提供。

（5）受益国政府による協力
（受益国側担当者（プロジェクト管理者の名称および地位を特定のこと）、支援スタッフ、

事務スペース、経常費、車両、機材などについて）

ベナン政府は本プロジェクトに対し以下を提供する。

‐ 対価を得て活動する受益国の職員。

‐ 機材の備わったプロジェクト用事務室。

‐ ベナン人職員の要する経費、CeRPA（農業地域振興センター）および CeCPA職員の
活動費用、プロジェクト事務室の光熱費。

‐ 「農民から農民へ」研修の宣伝費用（コミューンのラジオ局または伝統的方法により）。
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‐ 農民あるいは養殖従事者に対し、養殖に必要な初期投資または事業投資への資金貸し

付け。

‐ 稚魚および飼料価格の半分を補助。

（6） 日本政府による協力
（日本人専門家の数および資格、研修課程（日本および現地国内）、セミナー、ワークシ

ョップ、提供機材など）

日本政府は本プロジェクトに対し以下を提供・実施する。

‐ 日本人専門家 5名（プロジェクトコーディネーター、内水面養殖専門家、技術普及担
当者、経済活動多角化担当者、組織化・ジェンダー担当者）。

‐ 日本における研修。

‐ プロジェクト用車両 2台。運転手およびガソリンを用意する。
‐ 引綱、自動ポンプ、ムリネット、生簀、たも、小型の作業道具、施設整備用の器具な

ど、プロジェクト活動に必要な機材。

‐ バラック、長椅子、黒板、文房具など「農民から農民へ」研修に必要な小型の備品・

機材。

‐ CeRPAおよび CeCPA職員向け研修会・セミナー。
‐ 職員向け交流訪問。

‐ ベナン人職員向けの近隣国への研究旅行。

7．実施日程
2009年 9月～2012年 8月

8．実施機関
（予算、人員配置など）

漁業局の予算は過去 3年間大幅に増加したものの、2008年時点で 2858万 CFAフランの水
準に届かなかった。漁業局には 3カテゴリー合わせて約 60人の職員がいる。漁業局の組織
図は下に示す通りである。
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書記課

局長補佐

局長

行政・財務課 遠洋漁業課 沿海漁業・養

殖課

水産物・漁業分

野に対する管理

追跡・調査課

追跡調査・評

価課

沿海漁業部 養殖部

また、2007年以降、MAEPの分権化された組織に新たに 2000人が加わり機能が強化され
た。

9．関連する活動
（援助対象国政府、その他のドナーおよび NGOによる当該セクターにおける活動）

ベナンの養殖振興には複数の組織が関与している。特に以下のものが挙げられる。

‐ 農業分野開発支援計画（PADFA）
‐ 小規模漁業参加型開発支援計画（PADPPA）
‐ 一体化された開発に向けた地域研究・教育センター（ONG）
‐ 養殖振興事務所（ONG) 
‐ その他
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10．ジェンダー上の配慮
（ジェンダー視点から見たプロジェクトに関する該当情報）

男女ともに本プロジェクトの受益者となる。養殖場の生産物の流通・加工は女性の手で行

われる。また、女性は魚の養殖にも大きく協力すると考えられる。

11．環境・社会的配慮
（同封の審査用書式に記入お願いします）

12．受益者
（プロジェクトの実施により直接または間接的に肯定的な変化が生じると見込まれる人口

集団を記し、あれば男女別データも付ける）

一般に、ベナン各県の住民全てが受益者であるが、特にベナン共和国内水面養殖振興によ

る農村開発研究プロジェクト（PACODER)で定められた養殖業発展の潜在性を有する地域
の養殖従事者および女性の海産物仲買人が受益者となる。

13．安全上の配慮

安全上の条件は全ての現場で満たされている。

14．その他
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５．詳細計画策定調査ミニッツ（仏・和）
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（仮訳） 

ベナン国内水面養殖普及プロジェクトに関する 
国際協力機構とベナン政府関係機関のミニッツ 

 
 

 JICA によって派遣され、杉山氏が団長を務める日本の詳細計画策定調査団（以後、調査団と記

す）はベナン国内水面養殖普及プロジェクト（以後、プロジェクトと記す）に関する詳細計画策

定調査を行うことを目的にベナン共和国を訪問した。 
 滞在期間中、調査団とベナン国関係機関との間で、プロジェクトを効果的に実施するために双

方がとるべき事項等、プロジェクトについての協議と意見交換が行われた。この協議の結果を踏

まえて、双方は別添の資料に記されている事項について合意した。 

 
 

2009 年 12 月 8 日 コトヌ 

 

 

杉山 俊士                           マルセラン・D・アドマ 

調査団長                            事務次官補 

国際協力機構                          農業畜産水産省 

                                ベナン共和国 
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別添資料 

 
 調査団と農業畜産水産省（MAEP）の実施した調査に基づき、日本側とベナン側は予定されて

いるプロジェクトの技術的・行政的枠組みについて協議した。主要な協議事項は以下のとおりで

ある。 

 
１．プロジェクトの技術的枠組み 

1.1 プロジェクト名 

 双方は、プロジェクト名を「ベナン国内水面養殖普及プロジェクト」とすることで合意した。 

 
1.2 プロジェクト対象地域 

 ベナン南部の 7 県（リトラル、アトランティック、プラトー、ウエメ、モノ、クフォ、ズー） 
 

1.3 プロジェクトの対象グループ 

 対象地域において養殖に関心をもつグループもしくは人 

 

1.4 プロジェクト期間 

 日本の会計年度で 2010 年から 3 年間 

 

1.5 プロジェクトのコンセプト 

（１）プロジェクト目標（プロジェクト終了時にまでに達成すべき） 

プロジェクト対象コミューンにおいて内水面養殖を実施する農家戸数が増加する。 

 

（２）上位目標 

プロジェクト対象南部 7 県において農家の生計向上を目的とした小規模内水面養殖の普及

が拡大する。 
 

（３）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）と活動計画（PO） 

アペンディックス１、２に示される PDM と PO が双方の協議の結果、作成された。PDM

と PO はモニタリングと評価の際に見直され得る。 
 

1.6 プロジェクトの戦略 

（１）参加の促進に主眼を置いた養殖振興 

養殖振興の成果としては、時として「養殖生産量の増加」が求められるが、養殖振興の初

期段階においてこのような「アウトプット」重視の振興を進めると生産地域の偏重や特定グ

ループへの利益集中など健全なセクター開発を損なう可能性がある。ベナンにおいて社会・

経済的に価値のある養殖振興を持続的に進めるためには、養殖業の底辺を広げる作業、すな

わちより多くの人が養殖業へ参加することを促す努力が重要と考えられることから、当プロ

ジェクトでは参加の促進に主眼を置いた養殖振興を進めることとする。 
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（２）優良種苗・餌料へのアクセス改善 

養殖振興を進めるうえでは、育てるべき魚の稚魚（種苗）が手に入ることが前提条件とな

るため、優良な種苗を安定的に確保し養殖家に供給する体制を構築することが求められる。

これまで、こうした種苗供給機能は国営種苗生産施設が担ってきたが、こうした中央集約的

な種苗生産は、施設にアクセスできる農民の数が限定され、養殖業の広域的普及に必ずしも

効果的に貢献しないことが指摘されている。 
本プロジェクトでは、複数の種苗生産農家を地理的にも分散した形で育成することで、農

民により近いところで種苗生産を行うことをめざす。また、種苗生産農家は適正な価格の餌

料を生産し、近隣農家に提供する。 

 
（３）経済活動（収入源）としての養殖振興 

プロジェクト対象地域において、養殖業には「農家の補完的収入源」あるいは「漁業者の

代替収入源」としての役割が期待されている。これはすなわち、当該地域における養殖活動

が経済行為として採算性を確保することが求められることを意味する。したがって、当プロ

ジェクトでは経済活動として持続性のある養殖活動の推進に配慮する。 

 

（４）農民間研修を通じた普及 

開発調査「内水面養殖振興による村落開発計画調査」でその有効性が確認された「農民間

研修」をプロジェクト対象地域における主たる養殖振興の手法として採用し、効果的な養殖

の普及・定着を図る。 

 

（５）既存の関連国家計画との連携・協調 

既存の関連活動との重複を避け、効果的にプロジェクト活動を実施するために、既存の関

連国家計画との連携や協調に配慮する。 

 

1.7 対象魚種：ティラピア SPP とクラリアス SPP 
 

1.8 対象養殖形態：池養殖とタンク養殖 

 

２． プロジェクトの行政的枠組み 

2.1 実施のための手続き 

（１）JICA がとるべき手続き 

日本国で有効な法律・規則に基づき、JICA は日本の技術協力の一般的な手順にのっとり、

アペンディックス３の第Ⅱ部に記されている手続きを、JICA の負担により実施する。 

 

（２）ベナン共和国がとるべき手続き 
ベナン国で有効な法律・規則に基づき、ベナン国政府はアペンディックス３の第Ⅲ部に記

されている手続きを、ベナン国政府の負担により実施する。 
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2.2 プロジェクトの行政 

（１）担当機関 
プロジェクトの担当機関は MAEP であり、プロジェクトの実施機関は国レベルでは水産局

（DP）、州レベルでは地域農業促進センター（CeRPA）となる。 
 

（２）責任者 
プロジェクトは農業畜産水産省の管轄下に置かれる。 

水産局長はプロジェクトディレクターとして、プロジェクトの運営と実施に係る全般的な

責任を負う。 

今後、水産局の中から任命される予定のプロジェクトマネジャーは、プロジェクトの運営

と技術的課題への対応を担う。 

 
（３）日本人専門家 

日本人専門家チームのチーフアドバイザーはプロジェクトディレクター、プロジェクトリ

ーダーに対して、プロジェクトの実施に関する助言・提言を行う。 

日本人専門家は、プロジェクトのベナン側技術担当人員（カウンターパート）に対し、プ

ロジェクトの実施に関連した技術的課題に対して必要な技術的な指針・助言を与える。 

想定される日本人専門家の分野はアペンディックス３のアネックスⅡに示されている。 

 

（４）プロジェクトに参加する人員（カウンターパート） 

MAEP は技術協力プロジェクトの活動に必要な人員を配置する。 

プロジェクトの実施のために、MAEP は国レベル及び地域レベルでプロジェクトに参加す

る人員を任命する。プロジェクトに参加するベナン側の人員のリストはアペンディックス３

のアネックスⅤに示されている。 

 

2.3 プロジェクトの運営 

効率的・効果的なプロジェクトの実施のために、合同調整員会（CCC）が設置される。CCC の

役割と構成はアペンディックス３のアネックスⅦに示される。 

 CCC に加え、プロジェクトの進捗を運営及び技術的観点からモニタリングすることを目的に運

営委員会（CS）が設置される。CS の役割と構成はアペンディックス３のアネックスⅧに示され

る。 

 

2.4 プロジェクトの合同評価 

プロジェクトの評価は、JICA とベナン側関係者により合同で、プロジェクトの中間時点とプロ

ジェクトの終了 6 カ月前に、プロジェクトの達成状況を検討するために実施される。 

 
2.5 プロジェクト事務所 

 MAEP は自身の負担により、DP 内にプロジェクト事務所を用意する。 
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2.6 プロジェクトに必要な予算の確保 

 プロジェクト実施に必要な予算の確保はベナン政府の基本的な責任事項のひとつである。 
 ベナン政府は、プロジェクトの実施期間中及び終了後、プロジェクトの持続性を確保し、プロ

ジェクトの成果が永続するよう、その財政能力の範囲内でカウンターパートファンドを設置する

ことを約束する。 

 
３．プロジェクトの妥当性 

 本プロジェクトの 5 項目評価の結果は以下のとおりであり、本プロジェクト実施の意義は高い

と判断される。 

 
（１）妥当性 

ベナンでは、水産物の消費量が増加する一方、海面・内水面漁業の漁獲量は減少傾向にあ

り、内水面養殖の拡大が重要な課題となっている。このため、ベナン政府は「農業セクター

再活性化計画」において、「養殖の増産により輸入魚を 20％減らす」ことを目標としている。

本プロジェクトはこのような政府方針に対応するものであり、プロジェクト実施の妥当性は

高いと判断される。 

 

（２）有効性 

中核養殖家の種苗及び餌料生産能力を向上すると同時に、中核養殖家による農民間研修を

実施することにより、対象地域における養殖家数の拡大が期待されるため、プロジェクトの

有効性が見込めると判断される。 

 

（３）効率性 

本プロジェクトでは、「内水面養殖振興による村落開発計画調査」によって有効性を検証さ

れた農民間普及研修手法を活用することとしている。また、JICA はカンボジア、ラオス等に

おいて同様のプロジェクトを実施しており、この成果を活用することが可能と考えられるた

め、本プロジェクトの効率性は高いと判断される。 

 

（４）インパクト 

本プロジェクトの実施により、対象地域における養殖家数拡大と同時に、内水面養殖の実

施による農家家計の向上が期待される。本プロジェクトの実施による負の影響は特にないも

のと判断される。 

 

（５）自立発展性 

本プロジェクトは中核養殖家を核とした各地域レベルでの種苗・種子生産体制の確立をめ

ざしており、中核養殖家の活動が軌道に乗ることにより、プロジェクトの自立発展性が担保

されることが期待される。また、プロジェクト活動 4 として「中核養殖家・一般養殖家によ

る自立的かつ持続的な養殖事業運営に資する活動の試行」を予定しており、同活動の結果、

プロジェクトの成果を持続する仕組みが提案されることが期待される。以上の理由から、本

プロジェクトの自立発展性は確保できると判断される。 
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４．協議議事録（PVD） 

技術協力プロジェクトの内容を定義したプロジェクトの公式文書である協議議事録がプロジェ

クトの実施に先立ち署名される予定である。PVD の案はアペンディックス３に示される。 

 
 

アペンディックス１：PDM 案 
アペンディックス２：PO 案 

アペンディックス３：協議議事録（PVD）案 
  アネックスⅠ：プロジェクト枠組み 

  アネックスⅡ：日本人専門家リスト 
  アネックスⅢ：資機材リスト 

  アネックスⅣ：特権・免除条項 
  アネックスⅤ：プロジェクトに参加するベナン側人員リスト 

アネックスⅥ：土地、場所、施設リスト 
アネックスⅦ：合同調整委員会 

アネックスⅧ：運営委員会 
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アペンディックス３：協議議事録案 

基本的に定型に準じているため省略。 
 

アネックスⅠ：プロジェクト枠組み 
１．上位目標 

プロジェクト対象南部 7 県において農家の生計向上を目的とした小規模内水面養殖の普及が拡

大する。 

 
２．プロジェクト目標 

プロジェクト対象市において内水面養殖を実施する農家戸数が増加する。 
 

３．成 果 

（１）内水面養殖技術、農民間研修に関するマニュアルがまとめられる。 

（２）内水面養殖研修を実施できる中核養殖家及び CeRPA/CeCPA の普及員が養成される。 
（３）農民間研修によって一般養殖家が内水面養殖に関する基礎的知識を習得する。 

（４）中核養殖家・一般養殖家による自立的かつ持続的な養殖事業運営に資する活動が提案さ

れる。 

 

４．活 動 

活動１．内水面養殖、農民間研修に関するマニュアルを作成する。 

１－１．対象地域の社会・経済調査及び養殖の現状に関する調査を実施する。 

１－２．ベナンにおいて適用可能な既存の養殖技術を収集･分析する。 

１－３．ベナンに適した養殖技術を実証試験を通じて開発する。 

１－４．上記活動の結果を踏まえ、内水面養殖、農民間研修に関するマニュアルを作成する。 

１－５．活動の進捗を踏まえ、マニュアルを適宜改訂する。 

 
活動２．農民間研修を行う中核養殖家が選定・養成される。 

２－１．活動１の結果を踏まえ、対象市及び中核養殖家を選定する。 

２－２．中核養殖家及び CeRPA/CeCPA 等に対して内水面養殖に関する指導者研修を行う。 

２－３．中核養殖家の種苗及び餌料生産に関する能力を強化する。 
２－４．中核養殖家に対し親魚管理技術の改善指導を行う。 

２－５．中核養殖家に対し農家経営についての指導を行う。 

 

活動３．一般養殖家を対象とした農民間研修が実施される。 

３－１．各市において農民間研修を実施する。 

３－２．研修受講者が養殖を始めるために必要な支援を行う。 
３－３．CeRPA/CeCPA が中核養殖家及び研修受講者の訪問技術指導を行う。 

 
活動４．中核養殖家・一般養殖家による自立的かつ持続的な養殖事業運営に資する活動が試行さ

れる。 
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４－１．養殖家間のネットワークの確立に資する活動を行う。 

４－２．生産請負制度を試行する。 
４－３．上記以外で有益と考えられる事業を試行する。 

 
アネックスⅡ：日本人専門家リスト 

プロジェクトの専門家は以下の分野について配置される予定である。 
（１）養 殖 

（２）社会経済 
（３）餌料開発 

（４）種苗生産 
（５）研修・普及・組織化 

（６）マーケティング・農家経営 
注：専門家の詳細な分野、人数、派遣期間については追って決定される予定である。 

 
アネックスⅢ：資機材リスト 

プロジェクトの効果的な実施に必要な機材の一部はプロジェクトの進捗、予算にかんがみつつ、

日本側より提供される予定である。 

１．車 両 

２．事務所機材 

３．その他の必要な資機材 

 

アネックスⅣ：特権・免除条項 

定型のとおり 

 
アネックスⅤ：プロジェクトに参加するベナン側人員リスト 

プロジェクトは農業畜産水産省の管轄下に置かれる。 

１．プロジェクトディレクター：水産局長。同氏はプロジェクトを監督する。 

２．プロジェクトマネジャー：水産局長からの推薦により、大臣令により追って任命される。

同氏はプロジェクトの調整業務を担う。 

３．プロジェクトに参加する人員 
（１）水産局内水面漁業養殖部 

（２）水産局モニタリング評価部 
（３）地域農業促進センター（CeRPA）と市農業促進センター（CeCPA）の関係する水産普

及員（水産物専門技術者と市水産物検査官） 

（４）双方により必要と判断されたその他支援要員 

４．支援要員 

（１）秘書・会計係 

（２）運転手 
（３）警備員 
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アネックスⅥ：土地、場所、施設リスト 

１．プロジェクトの実施に必要な施設（事務所と倉庫）及び家具 
２．プロジェクトの実施に必要な水、光熱費、電話代 

３．双方により必要と判断されたその他の施設 
 

アネックスⅦ：合同調整委員会 
プロジェクトの円滑な運営のために合同調整委員会が設置され、年 1 回、また必要に応じて開

催される。 
 

１．役 割 

（１）該当年次において実施された活動について評価する。 

（２）遭遇した課題とその解決方法の提案について検討する。 
（３）プロジェクトの年間プログラムについて検討し、承認する。 

（４）プロジェクトの年間支出について検討する。 
（５）その他の事項 

 

２．議長：農業畜産水産省事務次官 

 

３．報告者：水産局長 

 

４．メンバー 

（１）ベナン側 

１）MAEP 

・ プロジェクトマネジャー 

・ 計画予測局長 

・ ウエメ/プラトー、アトランティック/リトラル、モノ/クフォ、ズー/コリーヌの CeRPA

所長 

・ 養殖分野で活動しているプロジェクト・プログラムの代表者 
・ ベナン国立農業研究所所長 

２）その他の省庁 
・ 経済・財政省の代表 

・ 環境・自然保護省の代表 
・ 予測・開発・公共事業評価省の代表 

・ 高等教育・科学研究省の代表 

３）その他の機関 

・ 漁業サブセクターの上位組織（内水面養殖業連盟等）の代表 

・ ロイヤルフィッシュ、PPP 等の養殖会社の代表 

・ 養殖関連の活動を行う NGO の代表 
（２）日本側 

・ プロジェクト専門家 
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・ JICA ベナン支所長 

・ JICA から派遣されたその他関係者 
注：在ベナン日本大使館の館員はオブザーバーとして委員会に参加できる。 

 
アネックスⅧ：運営委員会 

 プロジェクトの円滑な運営のために、少なくとも 3 カ月に 1 回、また必要に応じて開催される。 
 

１．役 割 

（１）プロジェクト活動の定期的なモニタリング 

（２）実施中の活動の調整 
（３）合同調整員会に提出するプロジェクト進捗報告の作成 

 
２．議長：水産局長 

 

３．共同議長：日本人専門家チーフアドバイザー 

 

４．報告者：プロジェクトマネジャー 

 

５．メンバー 

（１）ベナン側 

・ 水産局内水面漁業養殖部 

・ 水産局モニタリング・評価部 

・ CeRPA 本部の水産普及員 

（２）日本側 

・ プロジェクト専門家 

・ JICA ベナン支所スタッフ 
注：上述した参加者に加え、議長の招へいした者が運営委員会に参加することができる。 
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６．協議議事録（R/D）・ミニッツ（PDM・PO 含む）（仏・和）
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（仮訳） 

ベナン国内水面養殖普及プロジェクトに関する 
国際協力機構とベナン政府関係機関の協議議事録（R/D） 

 
2009 年 12 月 8 日に詳細計画策定調査団とベナン国政府の間で署名されたミニッツに基づき、

JICA ベナン支所山本支所長はベナン国の関係機関と「ベナン国内水面養殖普及プロジェクト」の

円滑な実施にあたり両者がとるべき事項について協議を行った。 
協議の結果、JICA とベナン国の関係機関はそれぞれの政府に対し、添付文書に記された事項に

ついて提言することに合意した。 
 

 
 

2010 年 3 月 9 日 コトヌ 
 

 

山本 るみ子                              アソバ・ホドヌ 

ベナン支所長                              予測・計画局長 

国際協力機構                              農業畜産水産省 

日本                                  ベナン共和国 
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添付文書本文 

定型に準じているため省略。 
 

アネックスⅠ：プロジェクト枠組み 
１．上位目標 

プロジェクト対象南部 7 県において内水面養殖が普及する。 
 

２．プロジェクト目標 

 プロジェクト対象市において養殖家戸数が増加する。 

 
３．成 果 

（１）内水面養殖技術、農民間研修に関するマニュアルがまとめられる。 
（２）内水面養殖研修を実施できる中核養殖家及び CeRPA/CeCPA の水産普及員が養成され

る。 
（３）農民間研修によって一般養殖家が内水面養殖に関する基礎的知識を習得する。 

（４）プロジェクトから水産局に対し中核養殖家・一般養殖家の自立的かつ持続的な養殖事業

運営を促進する活動が提案される。 

 

４．活 動 

活動１．内水面養殖、農民間研修に関するマニュアルを作成する。 

１－１．対象地域の社会・経済調査及び養殖の現状に関する調査を実施する。 

１－２．ベナン国において適用可能な既存の養殖技術を収集・分析する。 

１－３．ベナン国に適した養殖技術を実証試験を通じて開発する。 

１－４．上記活動の結果を踏まえ、内水面養殖、農民間研修に関するマニュアルを作成する。 

１－５．活動の進捗を踏まえ、マニュアルを適宜改訂する。 

 
活動２．農民間研修を行う中核養殖家が選定・養成される。 

２－１．活動１－１の結果を踏まえ、対象市及び中核養殖家を選定する。 

２－２．中核養殖家及び CeRPA/CeCPA 等に対して内水面養殖に関する指導者研修を行う。 

２－３．中核養殖家の種苗及び餌料生産に関する能力を強化する。 
２－４．中核養殖家に対し親魚管理技術の改善指導を行う。 

２－５．中核養殖家に対し餌料販売、種苗販売を含む持続的養殖経営体の構築をめざした指導を

行う。 

 

活動３．一般養殖家を対象とした農民間研修が実施される。 

３－１．各市において中核養殖家による農民間研修を実施する。 
３－２．研修受講者が養殖を始めるために必要な支援を行う。 

３－３．水産普及員が中核養殖家及び研修受講者の訪問技術指導を行う。 
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活動４．中核養殖家・一般養殖家による自立的かつ持続的な養殖事業運営を促進する活動が試行

される。 
４－１．養殖家間のネットワークの確立に資する活動を行う。 

４－２．生産請負制度を試行する。 
４－３．上記以外で有益と考えられる事業を試行する。 

 
アネックスⅡ：日本人専門家リスト 

プロジェクトの専門家は以下の分野について配置される予定である。 
（１）養 殖 

（２）社会経済 
（３）餌料開発 

（４）種苗生産 
（５）研修・普及・組織化 

（６）マーケティング・農家経営 
注：専門家の詳細な分野、人数、派遣期間については追って決定される予定である。 

 
アネックスⅢ：資機材リスト 

プロジェクトの効果的な実施に必要な機材の一部はプロジェクトの進捗、予算にかんがみつつ、

日本側より提供される予定である。 

１．車 両 

２．事務所機材 

３．その他の必要な資機材 

 

アネックスⅣ：特権・免除条項 

定型のとおり 

 
アネックスⅤ：プロジェクトに参加するベナン側人員リスト 

プロジェクトは農業畜産水産省の管轄下に置かれる。 

１．プロジェクトディレクター：水産局長。同氏はプロジェクトを監督する。 

２．プロジェクトマネジャー：水産局長からの推薦により、大臣令により追って任命される。

同氏はプロジェクトの調整業務を担う。 

３．プロジェクトに参加する人員 

（１）水産局内水面漁業養殖部 

（２）水産局モニタリング評価部 

（３）地域農業促進センター（CeRPA）と市農業促進センター（CeCPA）の関係する水産普

及員（水産物専門技術者と市水産物検査官） 
（４）双方により必要と判断されたその他支援要員 

４．支援要員 
（１）秘書・会計係 

（２）運転手 
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（３）警備員 

 
アネックスⅥ：土地、場所、施設リスト 

１．プロジェクトの実施に必要な施設（事務所と倉庫）及び家具 
２．プロジェクトの実施に必要な水、光熱費、電話代 

３．双方により必要と判断されたその他の施設 
 

アネックスⅦ：合同調整委員会 
プロジェクトの円滑な運営のために合同調整委員会が設置され、年 1 回、また必要に応じて開

催される。 
 

１．役 割 

（１）該当年次において実施された活動について評価する。 

（２）遭遇した課題とその解決方法の提案について検討する。 
（３）プロジェクトの年間プログラムについて検討し、承認する。 

（４）プロジェクトの年間支出について検討する。 

（５）その他の事項 

 

２．議長：農業畜産水産省事務次官 

 

３．報告者：水産局長 

 

４．メンバー 

（１）ベナン側 

１）MAEP 

・ プロジェクトマネジャー 
・ 計画予測局長 

・ ウエメ/プラトー、アトランティック/リトラル、モノ/クフォ、ズー/コリーヌの CeRPA

所長 

・ 養殖分野で活動しているプロジェクト・プログラムの代表者 
・ ベナン国立農業研究所所長 

２）その他の省庁 

・ 経済・財政省の代表 

・ 環境・自然保護省の代表 

・ 予測・開発・公共事業評価省の代表 

・ 高等教育・科学研究省の代表 
３）その他の機関 

・ 漁業サブセクターの上位組織（内水面養殖業連盟等）の代表 
・ ロイヤルフィッシュ、PPP 等の養殖会社の代表 

・ 養殖関連の活動を行う NGO の代表 
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（２）日本側 

・ プロジェクト専門家 
・ JICA ベナン支所長 

・ JICA から派遣されたその他関係者 
注：在ベナン日本大使館の館員はオブザーバーとして委員会に参加できる。 
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（仮訳） 

ベナン国内水面養殖普及プロジェクトに関する 
国際協力機構とベナン政府関係機関のミニッツ 

 
2010 年 3 月 9 日に農業畜産水産省と JICA の間で署名された「ベナン国内水面養殖普及プロジ

ェクト」に係る協議議事録（R/D）に基づき、両者はプロジェクトの詳細について追加的な協議

を行った。 

この結果、両者は別添のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、活動計画（PO）等、

プロジェクトの詳細について合意した。また、両者は PDM と PO はプロジェクトの実施期間中、

必要に応じて協議議事録（R/D）の枠組みの範囲で変更が可能であることを了解した。 
 

 
2010 年 3 月 9 日 コトヌ 

 

 

山本 るみ子                              アソバ・ホドヌ 

ベナン支所長                              予測・計画局長 

国際協力機構                              農業畜産水産省 

日本                                  ベナン共和国 
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添付文書 

 
１．プロジェクトの枠組み 

 プロジェクトの枠組みはアネックス１の PDM の形で示され、プロジェクトの目標、成果、活

動等を定義する。PDM はプロジェクト活動及び成果のモニタリング・評価に活用される。PDM

に示されている指標の数値は現時点では仮のものであり、活動１－１で予定されているベースラ

イン調査の結果を踏まえて、第 1 回合同調整委員会において確定される。 

 
２．プロジェクト計画（PO） 

プロジェクト計画はアネックス２に示される。プロジェクト計画は合同調整委員会の承認に基

づき変更をすることが可能である。 

 
３．運営委員会 

 プロジェクトの効率的かつ円滑な実施のため、運営委員会が設置される。運営委員会の役割と

構成はアネックス３のとおりである。 

 

４．プロジェクトのための予算確保 

 ベナン政府は、プロジェクトの実施期間中及び終了後、プロジェクトの持続性を確保し、プロ

ジェクトの成果が永続するよう、その財政能力の範囲内でカウンタパートファンドを設置するこ

とを約束する。 

 

５．プロジェクトの戦略 

 両者は以下に記す 5 つの戦略に基づきプロジェクトが実施されることに合意した。 

 

（１）参加の促進に主眼を置いた養殖振興 

養殖振興の成果としては、時として「養殖生産量の増加」が求められるが、養殖振興の初

期段階においてこのような「アウトプット」重視の振興を進めると生産地域の偏重や特定グ

ループへの利益集中など健全なセクター開発を損なう可能性がある。ベナンにおいて社会・

経済的に価値のある養殖振興を持続的に進めるためには、養殖業の底辺を広げる作業、すな

わちより多くの人が養殖業へ参加することを促す努力が重要と考えられることから、当プロ

ジェクトでは参加の促進に主眼を置いた養殖振興を進めることとする。 

 

（２）優良種苗・餌料へのアクセス改善 

養殖振興を進めるうえでは、育てるべき魚の稚魚（種苗）が手に入ることが前提条件とな

るため、優良な種苗を安定的に確保し養殖家に供給する体制を構築することが求められる。

これまで、こうした種苗供給機能は国営種苗生産施設が担ってきたが、こうした中央集約的

な種苗生産は、施設にアクセスできる農民の数が限定され、養殖業の広域的普及に必ずしも

効果的に貢献しないことが指摘されている。 
本プロジェクトでは、複数の種苗生産農家を地理的にも分散した形で育成することで、農

民により近いところで種苗生産を行うことをめざす。また、種苗生産農家は適正な価格の餌
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料を生産し、近隣農家に提供する。 

 
（３）経済活動（収入源）としての養殖振興 

プロジェクト対象地域において、養殖業には「農家の補完的収入源」あるいは「漁業者の

代替収入源」としての役割が期待されている。これはすなわち、当該地域における養殖活動

が経済行為として採算性を確保することが求められることを意味する。したがって、当プロ

ジェクトでは経済活動として持続性のある養殖活動の推進に配慮する。 

 
（４）農民間研修を通じた普及 

開発調査「内水面養殖振興による村落開発計画調査」でその有効性が確認された「農民間

研修」をプロジェクト対象地域における主たる養殖振興の手法として採用し、効果的な養殖

の普及・定着を図る。 
 

（５）既存の関連国家計画との連携・協調 
既存の関連活動との重複を避け、効果的にプロジェクト活動を実施するために、既存の関

連国家計画との連携や協調に配慮する。 

 

 

アネックス１．PDM 

アネックス２．PO 

アネックス３．運営委員会 
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アネックス３：運営委員会 

 プロジェクトの円滑な運営のために、少なくとも 3 カ月に 1 回、また必要に応じて開催される。 
 

１．役 割 

（１）プロジェクト活動の定期的なモニタリング 

（２）実施中の活動の調整 
（３）合同調整委員会に提出するプロジェクト進捗報告の作成 

 
２．議長：水産局長 

 
３．共同議長：日本人専門家チーフアドバイザー 

 
４．報告者：プロジェクトマネジャー 

 
５．メンバー 

（１）ベナン側 

・ 水産局内水面漁業養殖部 

・ 水産局モニタリング・評価部 

・ CeRPA 本部の水産普及員 

（２）日本側 

・ プロジェクト専門家 

・ JICA ベナン支所スタッフ 

 

注：上述した参加者に加え、議長の招へいした者が運営委員会に参加することができる。 
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